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履修登録をしていない者の答案の取扱いについて 

 

 

 本学部における 2014 年度末定期試験は別紙時間表のとおり実施しますので掲示等により周

知願います。 

なお、本学部においては履修登録をしていない者の答案は採点しないこととしています。よ

って、本学部以外の学生においても履修登録をしていない者は定期試験を受験しても採点され

ませんので、その旨お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「特別講義　現代日本外交」及び「特別講義　Boom and Bust: the Political Economy of Development in East Asia」は定期試験によらない方法で評価する。
「労働経済」、「経営管理」、「統計学」については、別途、経済学部の試験期間内に試験を実施する。
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